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1 ．ＪＭＡＴ福島―被災経験を支援に活かす
　東日本大震災から十四年が経過した。あの
日の経験は、私たちに数多くの教訓を残し、
災害医療の在り方そのものを変えた。かつて
の災害医療は「緊急時の医療提供」に重きを
置いていたが、現在では「被災地の生活と健
康を支える長期的支援」へと軸が移ってきて
いる。
　震災直後、全国から集まったＪＭＡＴ（Japan 
Medical Association Team）は、避難所や仮
設住宅での健康管理、慢性疾患の継続治療、
感染症対策、心のケアなど、生活と医療を結
ぶ活動を展開した。被災者の生命と健康を守
り、地域の公衆衛生を回復させ、医療再建の
一翼を担った。
　福島県医師会は、原子力災害という特殊か
つ長期的な課題に直面しながら、保健・医療・
福祉を含めた幅広い支援を継続してきた。避
難住民の健康管理や被ばく医療、慢性疾患の
継続治療など、他県にはない困難に真摯に向
き合い、その経験を蓄積してきた。その歩み

の中で、「被災地としての福島」から「被災・
受援経験を活かし、支援する福島」へと成長
し、平成25年に「ＪＭＡＴ福島」が正式に整
備された。
　平成28年の熊本地震では、その経験を活か
した支援活動が高く評価され、令和元年の台
風19号災害では県内での支援を実施した。さ
らに令和 6 年の能登半島地震では、現地医師
会との連携のもと、避難所での健康管理や本
部での医療調整など重要な役割を担った。い
ずれの現場でも、「被災経験を持つ福島県民」
の言葉に、現地の方々は深く耳を傾けてくだ
さったと感じる。
　また、この経験はコロナ禍にも活かされた。
福島の医療者は「見えないもの」と向き合う
経験を日常的に重ねており、これはまさにＣ
ＢＲＮＥ災害（化学・生物・放射線・核・爆
発物）対応の本質に通じる。こうした知見の
蓄積こそが、ＪＭＡＴ福島の基盤を支えてい
る。ＪＭＡＴ福島は単なる「派遣チーム」で
はなく、「計画的で切れ目のない支援」を行
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うチームへと進化している。
　福島県医師会では昨年度、ＪＭＡＴ福島の
要綱を改定し、派遣体制や連絡手順を整理し
た。より実効性の高い支援体制を整備し、災
害発生時にスムーズな活動を実現できるよう
にしている。今後は、派遣前教育を重点に置
き、「学んでから派遣される」仕組みの確立
を目指す。

2 ．ＪＭＡＴ東北と広域連携 ― ロジスティ
クスの確立へ

　現在、石塚会長の提唱により「日本医師会
ＪＭＡＴ東北」構想が進められている。これ
は、東北六県の医師会が相互に支え合い、大
規模災害発生時には被災県を中心に隣県が支
援・受援を行う広域連携体制である。支援時
も受援時も、東北全体が一枚岩となり、「切
れ目のない支援・受援体制」を実現すること
を目的としている。
　場合によっては、県を跨いで合同チームを
編成することも想定される。その基盤となる
のは、「顔の見える関係」と「共通の教育・
言語」、そして「情報共有」である。平時か
らの交流や合同研修の積み重ねこそが、災害
時の迅速な行動と信頼関係を生む。
　ＪＭＡＴ東北では、年に一度、各県持ち回
りでブロック研修を予定している。日本医師
会主催の「ＪＭＡＴ研修・基礎編」を基に、
ＣＳＣＡＴＴＴ（指揮・安全・通信・評価・
トリアージ・治療・搬送）の基本概念を中心
とした教育に加え、通信・情報共有などのロ
ジスティクスを重点的に学ぶ。これにより、
支援要請から派遣、現地活動、撤収までの一
連の流れを体系的に理解し、地域間連携の実
効性を高める。
　災害医療は医療技術だけでは成り立たな
い。物資・人員・通信・移動・情報共有といっ
た「ロジスティクス」があってこそ、医療活
動は機能する。ＪＭＡＴ福島では、業務調整

員に任せきりにせず、医師・看護師など全て
の隊員がロジスティクスを理解し、協力でき
る体制づくりを進めている。
　また、災害医療の現場は、ＪＭＡＴだけで
完結するものではない。ＤＭＡＴ（災害派遣
医療チーム）、ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機
管理支援チーム）、災害支援ナース、ＪＲＡＴ

（日本災害リハビリテーション支援チーム）な
ど、各種専門チームが連携し、それぞれの強
みを発揮することで、初めて全体として機能
する。さらに、現地の行政、保健所、医療機関、
社会福祉施設などとの協働が不可欠であり、
多職種・多機関連携の下に総合的な支援体制
を構築することが求められる。
　ＪＭＡＴ福島は、これらの多様な組織との

「つながり」を意識し、役割の重複や空白が
生じないよう、現場調整と連携を重視した活
動を続けていく。

3 ．寄り添う支援
　人道支援には、国際的に共有される四原則
がある。すなわち、人道原則、公平原則、中
立原則、独立原則である。これらはすべて、
被災者の生命と尊厳を守るための普遍的理念
であり、ＪＭＡＴの活動理念そのものでもあ
る。
　福島が経験した原子力災害と長期避難の過
程は、まさにこの原則を体現してきた歴史で
ある。政治的立場や組織の枠を超えて、「人
の命を守る」という一点において、ＪＭＡＴ
の存在意義は揺るがない。
　今後は、教育を受けず不安な状態で派遣さ
れることがないよう、県内で年 1 回、東北ブ
ロックでも年 1 回の研修を継続し、修了者を
中心に事前登録制度を整える予定である。登
録者には必ずしも活動の義務を課すものでは
ないが、いざという時に名簿を基に迅速な連
絡・調整を行える体制を整える。「学ぶ → 登
録 → 派遣 → 検証 → 再教育」という循環型
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システムの構築が目標である。
　さらに、医師のみならず、看護師・薬剤師・
保健師・事務職など多職種が一体となり、災
害医療を支える体制を築いていく。災害時、
被災者を守るのは “医療チーム” であり、“個
人の力” ではない。
　福島県医師会今野副会長の言葉に「被災地
では余計なことはするんじゃねぇぞ！」とい
う一言がある。これは、「何かしてやろう」
ではなく、「被災者に寄り添い、傾聴し、共
に考える」ことの大切さを示している。現地
での支援とは、医療のみならず、相手のニー
ズに耳を傾け、無理のない形で共に歩むこと
に他ならない。
　福島県は、東日本大震災の際、原発避難の

混乱の中で命を落とした入院患者・入所者の
存在を決して忘れてはならない。その教訓を
次世代に継承し、再び同じ悲劇を繰り返さな
いことが、私たちの使命である。

おわりに
　ＪＭＡＴ福島は、被災の経験を力に変え、

「寄り添う支援」を理念として、持続可能な
医療支援体制を築いていく。研修や連携を通
じて「顔の見える関係」を広げていくことは、
単なる災害対応を超えて、地域医療全体の底
力を高めることにつながる。
　この理念が、福島県のみならず、他地域に
も広がり、真に「切れ目のない支援」を実現
することを願っている。


